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議案第１３７号 

 

川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例の制定について 

 

川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例を次のとおり制定する。 

 

平成１９年１１月２６日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第

６項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当（以下「手当」という。）の種類、

支給を受ける者の範囲、額及び支給方法について必要な事項を定めることを

目的とする。 

（手当の支給及び種類） 

第２条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務

で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮すること

が適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応

じて手当を支給する。 

２ 前項の規定により支給する手当の種類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 税務手当 

(2) 福祉業務等手当 

(3) 夜間特殊業務手当 

(4) 動物管理業務手当 
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(5) 生活環境業務等手当 

(6) 用地等折衝業務手当 

(7) 汚泥処理業務等手当 

(8) 危険作業手当 

(9) 消防業務手当 

(10) ヘリコプター業務手当 

(11) 国際緊急援助手当 

(12) 災害応急作業等派遣手当 

(13) 教員特殊業務手当 

（税務手当） 

第３条 税務手当は、市税の賦課、徴収等に関する業務に従事した職員（規則

で定める職員に限る。）に支給する。 

２ 税務手当の額は、従事した日１日につき３００円を超えない範囲内におい

て規則で定める。 

（福祉業務等手当） 

第４条 福祉業務等手当は、次に掲げる業務に従事した職員（規則で定める職

員に限る。）に支給する。 

(1) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する児童

福祉施設（以下「児童福祉施設」という。）における児童の養護等の業務 

(2) 児童福祉法第１２条に規定する児童相談所における児童の一時保護等の

業務 

(3) 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８条第２５項に規定する介護

老人保健施設（以下「介護老人保健施設」という。）における入所者の看

護、介護等の業務 

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）
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第６条に規定する精神保健福祉センターにおける精神障害者の福祉に関す

る指導等の業務 

(5) 前各号に規定する施設に準ずる福祉施設における児童、障害者等の福祉

に関する指導等の業務 

(6) 区役所等における児童支援、家庭支援、障害者支援、高齢者支援、介護

保険、生活保護その他の福祉に関する指導等の業務 

(7) 精神障害者若しくは感染症の患者又はこれらの疑いのある者の入院のた

めの移送の業務 

２ 福祉業務等手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

額を超えない範囲内において規則で定める。 

(1) 前項第１号から第６号までに掲げる業務 従事した日１日につき３５０

円 

(2) 前項第７号に掲げる業務 移送１件につき１４０円 

 （夜間特殊業務手当） 

第５条 夜間特殊業務手当は、正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深

夜（午後１０時から翌日の午前５時までの間をいう。）において行われる次

に掲げる業務に従事した職員（規則で定める職員に限る。）に支給する。 

(1) 介護老人保健施設における入所者の看護又は介護の業務 

(2) 児童福祉施設等における児童の保護等の業務 

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第８

条第１項に規定する一般廃棄物処理施設（以下「一般廃棄物処理施設」と

いう。）等における設備の保守、管理等にかかわる緊急の対応の業務 

(4) 消防署等における通信受付の業務 

２ 夜間特殊業務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

る額を超えない範囲内において規則で定める。 
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(1) 前項第１号に掲げる業務 勤務１回につき７，２００円 

(2) 前項第２号に掲げる業務 勤務１回につき３，０００円 

(3) 前項第３号及び第４号に掲げる業務 勤務１回につき６５０円 

 （動物管理業務手当） 

第６条 動物管理業務手当は、犬等の捕獲若しくは処分又は動物の飼育等の業

務に従事した職員（規則で定める職員に限る。）に支給する。 

２ 動物管理業務手当の額は、従事した日１日につき５００円を超えない範囲

内において規則で定める。 

 （生活環境業務等手当） 

第７条 生活環境業務等手当は、次に掲げる業務に従事した職員（規則で定め

る職員に限る。）に支給する。 

(1) 廃棄物等の収集、運搬等の業務、一般廃棄物処理施設等における設備の

維持管理の業務その他の廃棄物等に接触して行う業務 

(2) 煙道又は貯留槽の清掃の業務 

(3) 犬等の死体の収容、運搬又は処理の業務 

２ 生活環境業務等手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める額を超えない範囲内において規則で定める。 

(1) 前項第１号に掲げる業務 従事した日１日につき８００円 

(2) 前項第２号及び第３号に掲げる業務 従事した日１日につき３５０円 

 （用地等折衝業務手当） 

第８条 用地等折衝業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員（規則で定め

る職員に限る。）に支給する。 

(1) 土地の取得等及びこれに伴う損失補償等のため出張して行う住民等との

折衝の業務 

(2) 市有地（借地を含む。）の不法占拠に係る建築物等の撤去処理等の業務
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又は違反建築物に係る是正指導等のため出張して行う住民等との折衝の業

務 

２ 用地等折衝業務手当の額は、従事した日１日につき１４０円を超えない範

囲内において規則で定める。 

 （汚泥処理業務等手当） 

第９条 汚泥処理業務等手当は、汚泥等に接触してその処理を行う業務又は毒

物若しくは劇物を使用した理化学試験等の業務に従事した職員（規則で定め

る職員に限る。）に支給する。 

２ 汚泥処理業務等手当の額は、従事した日１日につき７５０円を超えない範

囲内において規則で定める。 

 （危険作業手当） 

第１０条 危険作業手当は、次に掲げる業務に従事した職員（規則で定める職

員に限る。）に支給する。 

(1) 薬剤の散布の業務 

(2) 感染症の病原体により汚染された検体又は汚染された疑いがある検体の

試験又は検査の業務 

(3) 感染症の病原体により汚染された場所又は汚染された疑いがある場所に

おける消毒の業務 

(4) 放射線を人体に対して照射する業務その他の放射線に被ばくするおそれ

がある業務 

(5) 地上又は水面上１０メートル以上の足場が不安定な箇所その他高所にお

いて行う業務 

(6) 港内の水面清掃の業務 

(7) 交通を遮断することなく行う道路上での道路の維持補修工事等の業務 

(8) 毒物又は劇物を使用した試験、検査等の業務 
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２ 危険作業手当の額は、従事した日１日につき３００円を超えない範囲内に

おいて規則で定める。 

 （消防業務手当） 

第１１条 消防業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員（規則で定める職

員に限る。）に支給する。 

(1) 火災等による災害の防御のための出場の業務 

(2) 救急のための出場の業務 

(3) 潜水器具を着用して行う潜水の業務 

(4) 火災の原因又は火災による損害の調査の業務 

２ 消防業務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額

を超えない範囲内において規則で定める。 

(1) 前項第１号に掲げる業務 出場１回につき８５０円（出場時間が１時間

を超える場合は、当該額にその超える時間１時間につき２００円を加算し

た額） 

(2) 前項第２号に掲げる業務 出場１回につき５１０円 

(3) 前項第３号に掲げる業務 業務１回につき３４０円 

(4) 前項第４号に掲げる業務 調査１件につき１２０円 

 （ヘリコプター業務手当） 

第１２条 ヘリコプター業務手当は、次に掲げる業務に従事した職員（規則で

定める職員に限る。）に支給する。 

(1) ヘリコプターの操縦又は整備の業務 

(2) 災害、訓練等のためにヘリコプターに搭乗して行う業務 

(3) 飛行中のヘリコプターの機外において行う業務 

２ ヘリコプター業務手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

定める額を超えない範囲内において規則で定める。 
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(1) 前項第１号に掲げる業務 従事した日１日につき５，０００円 

(2) 前項第２号に掲げる業務 搭乗１時間につき１，３００円 

(3) 前項第３号に掲げる業務 業務１回につき２，３００円 

 （国際緊急援助手当） 

第１３条 国際緊急援助手当は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律（昭和６

２年法律第９３号）の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の

地域に派遣され、同法第２条に規定する国際緊急援助活動の業務に従事した

職員に支給する。 

２ 国際緊急援助手当の額は、従事した日１日につき４，０００円を超えない

範囲内において規則で定める。 

（災害応急作業等派遣手当） 

第１４条 災害応急作業等派遣手当は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２

２３号）第２条第１号に掲げる災害が発生した国内の本市の区域以外の地域

に派遣され、災害応急対策又は災害復旧のための作業等の業務に従事した職

員（規則で定める職員に限る。）に支給する。 

２ 災害応急作業等派遣手当の額は、従事した日１日につき１，８２０円を超

えない範囲内において規則で定める。 

 （教員特殊業務手当） 

第１５条 教員特殊業務手当は、市立幼稚園及び市立高等学校（以下「学校」

という。）の教諭、養護教諭等で次に掲げる業務に従事したもの（規則で定

めるものに限る。）に支給する。 

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急の業務 

(2) 修学旅行、林間学校等において生徒等を引率して行う指導の業務 

(3) 対外運動競技等において生徒等を引率して行う指導の業務 

(4) 学校の管理下において行われる部活動等における生徒等に対する指導の
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業務 

(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務 

２ 教員特殊業務手当の額は、従事した日１日につき２，１００円を超えない

範囲内において規則で定める。 

 （手当の不支給） 

第１６条 川崎市職員の給与に関する条例（昭和３２年川崎市条例第２９号）

第１３条の２第１項の規定により管理職手当の支給を受ける職員には、第２

条第２項各号に掲げる手当は、規則で定めるものを除き、支給しない。 

 （臨時の手当） 

第１７条 第２条から第１５条までに定めるもののほか、一時的な業務のうち、

第２条第２項各号に掲げる手当に係る業務と同等以上の著しく危険、不快、

不健康又は困難な業務その他の著しく特殊な業務で、給与上特別の考慮を必

要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められる

ものに従事する職員には、市長は、その勤務の特殊性に応じて臨時に手当を

支給することができる。 

２ 前項の規定により支給する手当の支給を受ける職員の範囲及び額は、市長

が、その都度人事委員会と協議して定める。 

 （手当の支給方法） 

第１８条 手当は、当該手当に係る業務に従事した月の分の全額を当該月の翌

月の川崎市職員の給与に関する条例第５条第１項に規定する人事委員会規則

で定める日（以下この項において「支給日」という。）に支給する。ただし、

任命権者が特別の事由があると認めるときは、当該支給日後において手当を

支給することができる。 

２ 前項に定めるもののほか、手当の支給方法に関し必要な事項は、規則で定

める。 
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 （委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に附則第４項の規定に

よる改正前の川崎市職員の給与に関する条例第１６条の規定及び同条第２項

の規定による規則の規定（以下「旧規定」という。）に基づき行われた手当

の支給並びに施行日以後に附則第５項の規定に基づきなお従前の例により行

われる手当の支給は、この条例の規定に基づくものとみなす。 

３ 第３条第２項の規定にかかわらず、税務手当の額については、施行日から

平成２２年３月３１日までの間にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める額を超えない範囲内において規則で定める。 

(1) 施行日から平成２１年３月３１日までの間 従事した日１日につき６０

０円 

(2) 平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの間 従事した日１

日につき４５０円 

（川崎市職員の給与に関する条例の一部改正） 

４ 川崎市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第１６条を次のように改める。 

 （特殊勤務手当） 

第１６条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。 

（川崎市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 旧規定に基づく手当で、施行日前に支給事由が生じ、施行日以後に支給す
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べきものについては、なお従前の例による。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

地方公務員法第２４条第６項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の種類、

支給を受ける者の範囲、額及び支給方法について必要な事項を定めるため、こ

の条例を制定するものである。 

 

 


